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特別職非常勤職員
（法3条3項３）

臨時的任用職員
（法22条）

一般職非常勤職員
（法17条）

一般職非常勤職員

特別職非常勤職員
（省令で定める有識者等に限定）

臨時的任用職員
（常勤職員欠員の場合に限定　フルタイムのみ）

常勤職員
（フルタイムのみ）

●パート（法22条2項1）
　　報酬+費用弁償+期末手当

●フルタイム（法22条2項2）
　　給料+諸手当+退職金

改正地方公務員法による任用移行の概念図
（2017年5月11日成立）

「官製ワーキングプア研究会」作成図に加筆

出典：総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会（第9回）」
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勤務時間の要件

総務省「常勤と非常勤の概念整理と「会計年度任用職員」の位置づけ

会計年度任用職員


